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概 要

これまでのORC中国プロジェクトの現地視察・調査でも実感されてきたが、
中国経済は 90年代の後半から財市場における従来の「過少経済」から「過剰経
済」へと大きく体質転換を始めている。現象的には、特に 98年以降、7～8% 台
のマクロ的高成長が持続する中で、各種の物価上昇率がマイナスとなる真性デ
フレの発生に現れている。高成長とデフレの共存には、これまで国内市場で支
配的であった国有企業の改革が正念場を迎えていることと大きく関係している。
同じ国有でも、中小企業の民営化は急ピッチで進行しているが、特に大企業部
門の改革は容易でなく、これは地域差も大きく伴っている。
国有の大企業改革をめぐる大きな問題点は、(1)民営化に即した企業資産の

評価とその帰属において、大企業であるがゆえに政府の影響力が当分の間持続
されざるを得ないこと、(2)このことから、新たな企業統治の仕組みや方法が模
索されざるを得ないこと、(3)これまで多分に地域独占的要素を持っていたこの
企業分野において、市場における代替勢力 (新たな企業家層の出現、外資企業の
進出も含めて)がまだまだ十分育っていないこと、などに深く係わっていると推
測される。

∗本論文は、京都産業大学大学院経済学研究科 ORC 中国経済プロジェクトからディスカッション・
ペーパーの形で印刷する機会を与えられた。ここに感謝いたします。
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1 はじめに

90年代以降の中国のGDP対前年成長率を改めて確認してみると、第 8次 5カ年
計画 (91年～95年)期間中の平均成長率は 12.0% であり、第 9次 5カ年計画 (96年
～01年)のそれは 8.3% であった。この期間に全体的に捕らえられた中国経済の体
質変化がさまざまな側面で見られたが、特に財市場における「過少経済」から「過

剰経済」への変化が大きいと思われる。この変化の過程で現在もっとも大きな課題

としてあるのは、国有企業の改革問題であると考えられる。改革の現場においては、

実際どのような大きな基本的問題が周辺にあるのかを、いくつかの公表された先駆

的文献やこれまでの現地視察の経験を拠りどころにしてまず確認し、整理・検討し

ておくのが本稿の当面の課題である。

2 財市場におけるデフレの進行と国有企業の存在

2.1 マクロ的高成長とデフレの発生

95年以降の実質GDP の成長率を国際的に概観したとき、比較的順調な高成長を
持続させているのは中国、インド、オーストラリアなどぐらいであって、世界の大

半の国々は例外なく大きな景気循環に見舞われ、日本のように期間中に２度のマイ

ナス成長を経験しているケースがある他、大半の国々はきわめて低い成長率に喘い

でいるのが現状である。順当な高成長を持続させている中でも、特に中国は 96年に
至ってそれ以前の 10%をはるかに越える高成長から 1桁台に低下したとは言え、依
然として世界がうらやむような 7～8% 台の高い成長率を維持している。
しかし、同時に中国の国内経済では奇妙にも９８年以降、各種の物価上昇率がマ

イナスの真性デフレの状況下にある。この点をまず確認しておきたい。図―1は中
国の小売物価指数、それに都市と農村の消費者物価指数のそれぞれの対前年上昇率

の動向である。これによれば、90年以降の物価上昇率のピークは 94年であり、こ
れはそれ以前の 10% をはるかに越える高い GDP成長率の反映でもあるであろう。
しかし、この物価上昇率のピークは、7～8% 台の GDP成長率への移行に伴って、
99年のボトムまで一気に駆け下り、特に 98年以降はマイナスの物価上昇率 (真性デ
フレ)の状況にある。『中国統計年鑑 2002』によれば、卸売物価指数、工業製品出荷
価格指数についても、多少の時間的ズレは認められるものの、ほぼ同様の動きが確

認できる。
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中国経済の一人当たりの実質成長率はほぼ全体の伸び率と同様だが、表―1のよ
うに職員・労働者の賃金上昇率では、９６年～９８年ではやや低いものの、それ以

降ではきわめて高い伸び率を示している。賃金上昇率などの高い伸びとデフレとの

同時発生は、何を意味しているのであろうか。この点、各種の調査レポートや現地

報告は、中国経済の体質変化、特に９０年台後半からの財市場における「過少経済」

から「過剰経済」への転換が指摘されることが多い。実際、統計データで確認してみ

ると、基礎的な食糧生産は９８年がピークでその後は低下しており、これに代わっ

てその後は農産物でも生活面の向上を反映する畜産物、茶・果物、水産物の生産が

着実に拡大している。また、都市生活では、自家用車などはまだ希少性が高いもの

の、洗濯機、冷蔵庫、カラーＴＶ、エアコンなどの基本的な耐久消費財はほとんど

普及しており、これらは速いスピードで農村部にも普及しつつあると思われる。財

市場の「過剰経済」ということは、改めて考えるまでもなく、従来の「量的」拡大

をめざす経済体質から「質的」問題が重要になっていることである。

2.2 デフレ要因としての国有企業の存在

概して９０年代の中国の高度成長は、海外からの直接投資による牽引から始まっ

ている。外国企業の直接投資の多くは、特にその初期においては中国からの輸出指

向型製造業がほとんどであり、地域的には中国東部湾岸地域に集中していた。改め

て確認するまでもないが、図―２はこの現実を示している。

中国での外資企業の多くは、現地での低い労働コスト・土地建物などの利用コス

トなどの種々のコスト面の有利さを効率的に使いながら中国からの輸出に多大の貢

献をすることが主眼であり、このため進出に伴う初期段階での税制面での優遇を受

けていた。外資の輸出拡大を牽引とする中国の高成長は、このようにして展開して

いった。

一方、従来の国有企業が優勢な国内市場では、市場化の流れに沿って、従前の企

業改革が急務とされたが、外資が集中的に進出した東部湾岸地域を除いて、その改

革は容易ではなく、現在でもその多くは改革途上にあると見られている。国有企業

改革の道のりについては後に検討されるが、大まかには９０年代の前半ぐらいまで

は、企業組織の「所有権と経営権の分離」で進められ、「過少経済」という市場環境

の中では、ひたすら生産の「量的拡大」を目指すものが企業改革や経営刷新の主流

の考え方であったと思われる。

したがって、中国全体の生産面では、主に輸出を牽引する外資企業郡と国内を担

当する国有企業郡のある程度の「棲み分け＝一種の二重経済」が続いてきたのでは

ないかと推測される。しかも大きな地域差を伴っている。つまり外資進出が集中し
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て経済を活性化させ、結果として国有企業の生産シェアが大幅に低下している地域

と内陸部などのように外資の進出があまり多くなく、国有企業の生産シェアがまだ

十分大きい地域とである。この点に関して、日本の内閣府の調査レポート『世界経

済の潮流２００２年』は図―３のような興味深い分析を示している。図は１９９０

～２０００年における国有企業の生産シェアと直接投資対固定資本形成比の変化を

みたものであり、外資企業が集中して進出した中国東部地域の省や市では、国有企

業の生産シェアが著しく低下し、その他内陸部などの省・市では国有企業の生産シェ

ア低下は比較的軽微にとどまっていることが確認される。この結果は各地域別の物

価の動きにも強く影響しているようであり、外資が集中して進出してきた東部湾岸

地域などではデフレは生じていないか、あってもその程度は軽微だが、国有企業が

優勢な地域ではデフレの程度はより深刻であるといわれている。

また、同上の調査レポートは、中国の３０省における９９年度の（マイナスの）

消費者物価上昇率をそれぞれ労働需給要因（１－求人数／求職数）、労働コスト要因

（賃金上昇率－生産性上昇率）、供給過剰要因（国有企業製品売れ残り率）などを説

明変数として回帰分析し、マイナスの消費者物価上昇率への寄与度を参考のために

提示している。表―２はこの結果である。この表を読んでいくと、国有企業の優勢

な地域におけるデフレの進行は、ある程度察しがつくであろう。労働需給要因、労

働コスト要因、供給過剰要因は、一見してそれぞれ独立であるかのように見えるが、

地域経済の現場に即してよくよく検討してみると国有企業が優勢な地域におけるい

わば同根の問題とも受け取れなくはない。つまり、国有企業が優勢な地域では、人

手ではあまりあまっているが、企業改革が進捗しないために労働需要は強くない、

これまで「量的拡大」を企業改革の基本として走ってきた現場では過剰在庫が蓄積

し、それは著しく生産性の向上を妨げていると言うことであろうか。特に大規模な

国有企業ほどその改革は容易に進捗していないと想像される。こうした推側を手元

にあるデータで若干補足しておきたい。

まず表―３は２０００年度における付加価値額表示の工業生産額である。これに

よると国有企業のシェアは５９．２％であるが、付加価値額の対前年伸び率では集

団企業よりはやや高くなっているが、その他の所有形態の企業と比較すると伸び率

の低さは目立っているといえよう。

次に表―４は９９年における（一定規模以上）中国国有企業と非国有企業の主要

経済指標である。これによると国有企業総数のうち、実に３５％が赤字企業に陥っ

ており、その他の所有形態の企業と比較しても著しくその比率が高いことが注目さ

れる。そして、その平均従業員数でみても、国有企業ではその他と比較した場合、

約３倍以上の従業員数を抱えていることが分かる。
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3 国有企業改革の概略経過と主要な課題

3.1 これまでの経過

中国の国有企業改革問題については、これまでに優れた研究がいくつか見られる

ため、これらに沿いながら、主要な問題点を探っていくことにしたい。

まず中国経済の改革開放路線に沿った国有企業改革は、７８年の四川省における

６つの国有企業改革の試行実験を皮切りに始まったとされている。以後９０年代後

半まで、この改革の動きは、企業資産の所有者（中央・地方レベルの政府）の地位

はそのままにして（もっとも、中央政府から地方政府への権限の移譲・地方分権の

流れは大きな社会変化であるが）、企業の現場における経営権を徐々に拡大する方向

で進められて来た。これは、一般には企業の「所有権と経営権の分離」をめざした

諸改革といわれている。この企業の所有構造をそのままにした経営自主権の拡大の

段階的試みは、一定の利潤留保制、利潤上納請負制、経営請負制・リース責任制へ

と進み、従来の計画経済下の生産活動から考えると、それなりに経営者の生産拡大

に対する現場意識の高揚、生産現場における従業員のモラール向上や働くインセン

ティブを高め、それなりに企業活動の成果を大きく上げたとされている。特にそれ

までの「過少経済」下にあっては、製品の品質はともかく量的拡大への貢献は絶大

なものであったことは容易に推測される。しかし、その限界も時間の問題となって

行ったとされている。

すなわち、所有構造を不変にした国有企業の改革は、次のような問題点を抱えた。

（１）所有構造が不変である以上、経営者の選定がより政治レベルで行われ、企業経

営に最適な経営者の選任が困難になる可能性（「過剰経済」下の製品の品質が問われ

る場合の企業改革には特に困難が大きい）。（２）経営権だけを徐々に拡大していく

方法は、ともすれば企業の所有者（政府）の利益を大きく犠牲にして、経営者が現

場に近い従業員に成果配分の多くを移して行く可能性（いわゆる労働分配率を異常

に高めて、経営者が現場での人気取りに走ること）。（３）この結果として、中期的

に必要となる企業成長への投資が抑制される可能性。（４）政府の諸官庁のような漠

然とした主体が所有者であることは、私利私欲に走る経営者や無能な経営者が出た

とき、適切な管理・監督行為が行き届かない可能性。

こうしたさまざまな経験に照らして出てきた結果として、企業の経営権の確立と

同時に法人財産権の確立なしに国有企業の改革は前進しないことが認識されるに至

り、９３年になって「会社法」が制定（翌年に施行）された。この法律施行の一環と

して、中国における株式会社と有限会社の設立（国有企業改革といういわば衣替え）

の試みが積極化することになったとされている。社会全体の問題として、この流れ

がさらに決定的になったのは、９７年の中国共産党第１５回大会であり、私有企業
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が「社会主義経済の重要な構成部分」として格上げされたことにある。国有企業の

全体についても、分割された一部門についても民間人に積極的に売却される（民営

化）ことが可能となり、経営権と法人財産権の一体化を促す形で１つの国有企業改

革の潮流が動き始めている。今のところは、同じ国有形態の企業でも、中・小企業

の民間売却・合併・自然倒産（整理）が加速的に進行し、この動きがやがて大企業

の本格的な改革にまで進んでいけるかどうかの正念場に向かっていると言えよう。

3.2 中小国有企業・郷鎮企業の改革から国有大企業の改革へ

改革開放前の中国においては、国有企業は基本的には独立した企業などではなく、

原則として中央政府の生産部門を担当する１つの事業所に過ぎない存在であった。

ここでは、その生産計画、原材料・資材の調達、製品販売、労働力の確保、賃金・利

潤分配、資金運用などの決定権と指導・監督が政府行政当局によって掌握されてい

た。ただし、中央政府の管理・監督も全中国のすべての事業所を掌握するのは、物理

的にも困難であり、次第に国家による統一所有は維持されるものの、地方分権・権

限委譲の流れに沿った分級管理という原則が一般化していったようである。川井伸

一氏はこのことを「中国の計画経済統制は文字通りの中央集権ではなく、地方や企

業での経済運用が中央の計画から逸脱する余地の広い、かつ計画統制外の領域が存

在する点で「緩い集権制」であった」と説明している。したがって、国有でも中小

企業や地方の鎮政府所有である郷鎮企業などは、国有の大企業と比較すると当初か

ら中央政府の指導・監督からの距離が大きかったといえよう。また、こうした部類

の企業では、設立の発端とその後の運営において、直接政府の管理・監督を受けて

おらず、多くは現場経営者に地方政府との人的つながりがあり、経営者のビジネス

才覚と従業員からの資金調達などが非公式に組み合わさって運営されているものが

少なくなかったという。国営企業改革はこうした小規模で、中央政府からの距離が

大きいところから大胆に進行しているようだ。たとえば、２００２年夏に当ＯＲＣ

中国プロジェクトが訪問した中国東北（遼寧省）の社会科学院の話では、「国有企業

の改革方針は、大企業と小企業とではおのずと戦略が異なっている。企業規模の１

つの基準として、年間の生産額が５億元未満の小企業については、所有権を徹底し

て民間に向けてシフトさせ、会社全体の「民間売却」か「合併」か「自然倒産」で

整理している。年間生産額が５億元を越えるような企業については、国有株の比重

を当面５割程度にして民営化を模索している」という。

そこで、国有小企業の民営化の具体的手続きはどのようなものであろうか。この

一般的モデルが黄考春 氏によって図示されているので、参考のために以下に紹介

しておきたい（図－４）。これによると、まず民営化の対象となる企業資産が第３
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者によって評価され、その純資産が算出されることになる（左図）。ここで、この

企業の資産帰属は、すべてが国有（集団）になるのではなく、国有資産と企業資産

に分けられる。企業資産への帰属が重視されるのは、（１）これまでの企業運営にお

ける経営者の貢献やその都度行われた従業員の非公式な融資・資金提供の実績評価、

（２）過去の業績悪化時の賃金未払い分などの評価、（３）企業がこれまで果たして

きた生活の場、社会保障の主体が代わることの補償、などが配慮されるためである。

この評価が次に株式資産としてそれぞれに配分されるし、外部資金の新規導入もこ

こに入っている（中図）。ところで、黄考春 氏によれば、こうした株式評価とその

帰属を確定する民営化は、９０年代の後半には経営者に所有集中する方向に移りだ

したと指摘している（右図）。すなわち、あらかじめ現役の経営者に会社を支配する

に十分な所有比率を持たせ、またすでに株式改組した企業には、現役の経営者への

株式集中を促す様々な金融的配慮や工夫が民営化で動く現場において模索されてい

るという。

現役経営者に株式所有を集中させて、いわゆる所有者企業の出現を促進する具体

的な方法は、たとえば次のような方法で行われているようだ。（１）当初の民営化の

ための企業資産評価に当たって、実際の評価水準より著しく低く見積もり、現役の

経営者が株式の買取りを行いやすくすること、（２）経営者が株式買取りのために

受ける金融機関からの融資は低利で設定され、また長期の年賦返済が組まれること

が多いこと、などである。現実のこうした方法の実施には、地域における経営者個

人の政治的人脈が有効に働くことが多いし、小規模とは言え国有企業の民営化にあ

たってインサイダー取引が蔓延しているという疑いが晴れない。こうした状況を社

会的公正の見地からみたとき、民営化に伴う最小限の社会的必要悪として認めるべ

きか否かについては、反対の意見も少なからず存在するのが現況のようである。た

だし、こうした形で民営化を急ぐ社会的要請や条件も一方には強力に存在する。第

１に中小企業の大半は業績面では悪いケースが比重として多く、大企業にない株式

改組の身軽さ（権利主張の弱さ・曖昧さ）があるため、自然倒産を座して待つより

政策的には民営化という賭けに出たほうがよいこと、第２に中国経済はすでに「過

少経済」から「過剰経済」に進んでおり、生産する製品の質を真剣に問う現役経営

者の健闘に賭けることしか今の時点で選択の余地がないこと（この場合の株式拡散

は、企業経営そのものを危うくする可能性がある）、第３に地方レベルの政府として

も、自然倒産は地方財政の悪化や政策に対する一般の批判を招くため、これらを避

けたいという政治的配慮が強いこと、などが理由として考えられる。いずれにしろ、

中・小企業や郷鎮企業の民営化は、より社会的な抵抗の少ない可能なところから急

ピッチで進行していると見られる。やがてこの動きは、大企業へ向かうものと推測

される。

7



3.3 国有大企業改革の課題をめぐって

２００３年３月に当ＯＲＣ中国プロジェクトは、中国西部地域の調査に出向き、在

重慶市の日本の調査機関から現地の経済事情を聴取する機会を持った。この中で現

地の国有大企業改革の進捗状況を質問したとき、その答えは「ほとんど進捗してい

ない。行き詰っているのが本当のところだと思われる」と言うものだった。中国の

国有大企業は、先に見たように従業員総数は平均で３０００人にもなっており、こ

の改革が容易でないのは誰しも想像がつく。遼寧省での事情聴取でも明らかなよう

に、大企業の民営化については、通常約５０％前後の株式資産を政府がまず保持し

て国有支配とし、その残りを現役の経営者、従業員、その他従業員ＯＢなどに広く

帰属させて配分しているようだ（外部資金の導入は、金融機関からの融資について

は見返りの株式で交換されるし、新規株式の発行もあるといわれる）。

先に述べた小企業のように一挙に民営化が断行できない大きな理由は次のような

ところにあると推察されよう。（１）そもそも中国の国有大企業は、改革開放以前に

おいては社会の生産分野における中枢を担ってきたわけであり、産業的には重工業、

鉱業、エネルギー、銀行、通信などの分野をほとんど多い尽くしている。こういう

分野の民営化といっても、企業資産は正確に国家のものということが社会的に強く

認識されている。したがって、一挙に民営化を進めると社会的抵抗が避けられない

という問題がある。（２）これら大企業の産業分野から推測すると、これらの企業

の生産物は、（地域的）独占市場の差別価格体系の中に在ったものが多いと考えられ

る。グローバル化と「量」から「質」への転換という市場からの要請で、企業には

一定の適正利潤を挙げる大胆な企業改革が必要になる。（さらに確実な法人税の納付

と社会保障の企業からの分離も必要であろう）。このため、大半の企業では業種転換

が避けられないが、経営資源の集中と選択は当然の帰結として大量の雇用解雇を発

生させる。このことは地方財政や金融機関にとっても大きな影響を与えずにおかな

いとおもわれる。（事実、筆者は９８年に中国東北の大学に派遣されていたが、国有

大企業の人員整理については、若い研究者からも「過去において国家の中枢的大企

業で貢献した労働者を簡単に解雇することは、人道に反する行為だ」と強く批判し

ていたことを思い出す）。（３）政府の保有株式を５０％程度残した民営化への動き

は、民営化される株式資産の広い拡散が生じ、当面は大きな資産所有を伴わない経

営者層の集団的な経営か、もしくは外部資金の導入で参加した金融機関の影響を強

めた経営（日本のメインバンク制に近い形）になる可能性が高い。この時、仮に企

業業績が悪化すれば、企業統治のあり方をめぐって模索が続くことが避けがたくな

るであろう。政府の株式保有が依然として大きく、経営者の具体的人事が政府介入

によって行われた場合、業績悪化の責任はいったい誰が取るのかという問題が発生

する。中国の金融機関も、政府当局とは当面一枚岩的存在だと推測されるため、こ

8



の点は非常に重い課題である。（４）結局、国有大企業改革においても望むべきは、

なるべく早い段階で所有者企業の出現ということなのかもしれない。ただし、これ

は企業規模が大きすぎるためにスムーズには行かない。大企業の株式資産は金額的

に膨大であり、特定の経営者にこれを集中させる外部の金融的支援が困難なためで

ある。

4 むすびに変えて

本稿では、特に９０年代後半から最近に至る過程で中国に生じている比較的高い

ＧＤＰ成長率と真性デフレの発生を不思議に思い、これを検討しているうちにこの

中心的問題が国有大企業改革の進捗の遅さにあると判断した。デフレには地域差も

あり、国有企業が優勢な内陸などではこれが大きく、外資進出で国有企業の比重が

低い東部湾岸地域では発生していないか、またはその程度が軽微である事も判明し

た。中国経済は９０年代後半から、その財市場においては「過少経済」から「過剰

経済」に体質が変化しており、従来の品質を無視した単なる量的充足だけでは、企

業経営の方針として厳しい時代に突入している。国有大企業の存在分野は、まさに

こうした分野に多かったのではないかと推測される。

中国では、改革の可能な中小国有企業や郷鎮（集団）企業の改革が急ピッチで進

行している。この改革は、企業存立の初期条件の違いを利用して、所有経営者の出

現を促す方向で進められている。多分にインサイダー取引という社会的公正から見

れば歪な側面も払拭できないが、一つの潮流として定着しつつある。

一方、従来の中国の生産部門の中枢であった国有大企業では、この改革はほとん

ど進捗していないのが現状であろう。その大きな理由は多々あるが、まず大企業は

完全に国家資産であるという社会的認識が強いこと、この業界の市場そのものが独

占的要素を強く持っており、市場化・グローバル化の流れの中で企業改革や業種転

換に挑まねばならないこと、さらに政府・金融機関、経営者層、従業員（このＯＢ）、

取引先などの広範な利害関係者に配慮した企業統治の確立が模索されねばならない

こと、等であろうと予想された。こうしたいくつもの高いハードルを越えることで、

はじめて国有大企業は民営化に成功するが、改革ための時間的余裕や経済的条件が

充分あるか否か疑問なしとしない。いま少しの緻密な観察の続行が必要である。

ただし、ここで若干の希望的観測を付言しておけば、先に述べた小企業の改革が

軌道に乗り、企業成長という形で社会的に大成果を上げ、特に大企業改革で社会に

はじき出される離職者に対して雇用吸収への大きな受け皿になることが期待される

ことである。そういう意味では、今後の中国に対する外資の進出についても、国有

9



企業との合弁、技術提携などを通じて、小企業の民営化と発展が果たすと同様の社

会的貢献が期待されていることは言うまでもない。
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表-1 中 国の職員 ・労働者の平均賃金と実質上昇率

(単位 :元、%。とはマイナス)

年
均

金

平

賃

実 質

上昇率

国有

経済単位

実 質

上昇率

都市集団

経済単位

実 質

上昇率

その他

経済単位

実 質

上昇率

1978

1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

6 1 5

762

1・148

1,329

1,459

1,747

1,935

2,140

2,340

2 , 7 H

3,371

4,538

5,500

6,210

6,470

7,479

8,346

9,37】

10,870

6 . 0

6 1

5 3

8 2

0 . 9

A08

▲48

9 2

4 0

6 7

7 . 1

7 7

3 8

3 . 8

1 1

7 2

1 3 . 1

l L 4

1 5 . 2

644

803

1 , 2 1 3

1,414

1‐546

1,853

2,055

2,284

2,477

2,878

3,532

4,797

5,625

6!280

6,747

7,668

8,543

9,552

11、178

6.2

60

48

89

05

▲07

A46

9 7

3 2

7 . 0

5 , 7

8 7

0 . 4

2 . 6

4 2

6 7

12.9

109

162

506

623

967

1,092

1,207

1,426

1,557

1,681

1,866

2,109

2,592

3,245

3,931

4,302

4,512

5,331

5,774

6,262

6,867

5 1

6 9

6 6

5 5

1 6

A2.1

▲6.1

6 6

5 . 6

41

5 9

0 2

3 7

0 6

1 7

3 . 1

9 7

7 6

8 , 9

1,436

1,629

1,879

2,382

2,707

2,987

3,468

3,966

4,966

6.303

7,463

8,261

8,789

8,972

9,829

10,984

12、140

22.5

6 0

6 . 0

5 , 0

▲2.3

8 . 9

1 0 5

5 3

7 . 9

1 . 5

1 . 4

1 7

3 2

A 1 7

1 1 0

109

9 7

(資料)『 中国統計摘要』2002年版

(出所)三 菱総合研究所編 『中国情報ハンドブック』(2002年 版)p.313
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表-2 (マ イナス)物 価上昇率に対する寄与度 (99年 )

面物
率
者
昇
費
上
消 労働需給要因

r―X人数な鵬敗〕
労働コス ト要因

〔 笙窪在曇舞五〕
供給過剰要因

t '靖幡斎疑『1
その他

-0 61 -0 57

(出所)内 閣府政策統括官編 『世界経済の潮流』(2002年 秋)p.27
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表-3 中 国の付力日価値額表示の工業生産額 (2000年 )

Э付

分相 I:鋭色イ寸力Hftほ“ま額 対前年‖1び率 シェア

工業付加価値彼 23_685 114 iljO (〕

軽工業

託工業

9,506

14、179

9 5

1 3 0

国布 ・国家支配企業 592

集団企業

株式合作怖J企業

株式企業

外資企業

3,301

751

4,954

氏111

7 4

1 1 7

1 4 5

1 4 6

139

3 2

209

225

②工業総生産額表示 (単位 :倍元、%)

夕)交配 工業総4にた薇 対前年伸び率 シェア

工業総生産額 84,87()6

曜工業

重工業

33,9294

50.94i2

固有 ・国家支配企業 410176

集団企業

株式合作制企業

株式企業
外資企業

12,9109

2,り770

18,1922

23、0108

1 0 5

1 7 ( )

217

226

1 5 2

3 5

214

271

注 :(1)① ②とモ)に、非固有企業はT定規模 (年間売上高500万元以上)の企業。
(2)「株式合作持」」とは、一種の従業員持1米神|。
(3)「外資企業」には香港、マカオ、台湾の出資企業を含む。

(資141)『中国統計摘要』2001年版

(出所)三 菱総合研究所編 『中国情報ハンドブツク』(2001年
版)p.358
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表-4 国 有及び非国有企業の主要経済指標 (1999年 )

(単位 :倍 元)

格岱言十
大 。中型

企業
固有 集田 株式制 外資系

企業数 (tl:)

うち林宇企業数

158,749

38、367

21,3()5

S t S  1  6

54,()(}7

1村.938

40,【)14

6、562

23,263

4,570

26,9母t

7,428

完止高

うち製品コスト

82,31429

66.S 「ヽ}41

49,24847

5S、9r1214

42,22019

nユ、3nSりr)

11,418 16

1)、r19594

17,55134

!4119989

21,71562

17,S0104

利益総額

赤十企業赤字額

4,26175

1,t,2764

3,01)804

57539

2,39193

61577

47556

7367

1,21949

30994

資産総言|

負忙終計

123,98394

75、Stl()65

86,1117キ

51、47432

83,6411)[

ll、24682

lt〕,2721()

6,76 8ヽ2

2り,3〔サ1 6t}

1742367

25,t)819S

14,3ユ737

甲蜘    (万肉 5,53191 2、89f151 3、(〕6S72 9175() 1,t823イ) 81412

注 :任1有は固有並びに田有文H己企業。
(資料)『 中田統計揃要』2001年lllt

(出所)三菱総合研究所編 『中国情報ハンドブック』(2001年 版)p.359
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図-1 中 国の小売物価指数、消費者物価指数

%

30

25

20

15

10

5

0

-5

1978

(資料)

80   82   84   86   88   90   92   94   96   98  2000  年

『中国統計年鑑』各年版、 『中国統計摘要』20解年版

(出所)三 菱総合研究所編 『中国情報ハンドブック』(2002年 版)p.309

16



ｃ
ｎ
∞
　
．
ａ

（妄
球
ぺ
。
ｏ
穏
）
『
、
小
卜
生
、
く
韓
攣
回
母
』
曜
忘
悪
さ
ぐ
熊
照
―――

（ほ
週
）

一
　

　

墳

球
選
園
堆
糾
球
報
鮮
報
蝉
弾
一課
賤

時
念
恵
紳
Ｇ
黙
氷
組
蝕
く
ゃ
む
堤
逆
回
母
　
困
―
図

準装

目

E 程

やコ業

軍 ほ

増 自

思 題

ヨ ロ

国 =

送 出

項 目

田 霞

団 経

工 部 Ⅲ

■怒

転率

■寓

様盟

車増

ヽ イ ふユ

０Ｃ
０
０
．０
一

Ｏ
ｏ
ｑ

Ｏ
Ｎ

０
０
０
．０
い

０
０
０
ぃ０
す

卓 阜

‐Ｅ

Ｅ

田

Ｅ

Ｅ

軍

軍

軍

賢

軍

瞬
臣
―臣
だ
‐Ｅ

|
|

17



図-3 国有企業の生産シェァと直接投資対固定資本形成比の変化
(1990～2000年 )

外資企業が進出した省市では国有企業の生産シェアが低下
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(出所)内閣府政策統括官編 『世界経済の潮流』(2002年 秋) p.15
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図
-4集
団所有企業,国有小企業における株式制改組の流れ
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(出所)丸川知雄編 『中国企業の所有と経営』アジア経済研究所 2002
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株
＞株

有
団集

国
＜

企 業  株

株
分
分

員
部
部

業
償
僚

従
無
有

外 部 株

(個人,法 人)
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